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�愛媛県告示第１３３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３３３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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○ 指定介護機関（介護予防事業者）の変更……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０１１

○ 指定介護機関（居宅介護支援事業者）の廃止の届出………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０１２

○ 肥料登録有効期間の更新………………………………………………………………………………………………………………………………（農産園芸課）…１０１２

○ 兼用工作物の管理の方法について……………………………………………………………………………………………………………………（道路建設課）…１０１２

○ 公共測量の終了の通知…………………………………………………………………………………………………………………………………（道路維持課）…１０１２

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第８条による特定施設の構造等の変更の許可申請の概要…………………………………………（東予地方局環境保全課）…１０１２

○ 土地改良区役員の住所の変更の届出……………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…１０１５

○ 開発行為に関する工事の完了（２件）…………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課、南予地方局管理課）…１０１５

○ 道路の区域変更（県道長浜中村線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…１０１５

訓 令

○ 愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令………………………………………………………………………………………………………（農産園芸課）…１０１６

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………………………………………………………………………（男女参画・県民協働課）…１０１６

雑 報

○ 環境影響評価準備書について…………………………………………………………………………………………………………………………（環境政策課）…１０１７

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

中 萩 診 療 所 新居浜市萩生１０６１番地 平成２６年１０月３日

新 田 診 療 所 新居浜市新田町１－９－
９ 平成２６年１０月３日

ささき皮フ科クリニック 西予市宇和町卯之町二丁
目２９６番地 平成２６年１１月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

新 田 診 療 所 新居浜市新田町一丁目９
－９ 平成２６年９月３０日

中 萩 診 療 所 新居浜市萩生１０６１ 平成２６年９月３０日

そうごう薬局卯之町店 西予市宇和町卯之町二丁
目３００番地 平成２６年１１月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２６２９号 平成２６年１２月５日

平成２６年１２月５日金曜日 第２６２９号

愛 媛 県 報

１００９
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�愛媛県告示第１３３４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定福祉用具販売事業者）を次のように指定した。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３３５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）を次のように指定

した。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社サスケ 新居浜市西町１番３０号 株式会社サスケ福祉事業部 四国中央市土居町津根３３５７－
１ 平成２６年９月１日

株式会社やよい 東温市田窪２０５７番地４ 通所介護はあと 東温市田窪２０５７番地４ 平成２６年１０月１０日

社会福祉法人三善会 大洲市春賀甲１６８８番地 グループホームはるか 大洲市春賀甲１６６６番地１ 平成２６年１０月２０日

有限会社キャンパス 西条市丹原町池田１６５１番地１ スポーツデイたんばら 西条市丹原町願連寺１９６番地
６ 平成２６年１０月２４日

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社サスケ 新居浜市西町１番３０号 株式会社サスケ福祉事業部 四国中央市土居町津根３３５７－
１ 平成２６年９月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社サスケ 新居浜市西町１番３０号 株式会社サスケ福祉事業部 四国中央市土居町津根３３５７－
１ 平成２６年９月１日

株式会社やよい 東温市田窪２０５７番地４ 通所介護はあと 東温市田窪２０５７番地４ 平成２６年１０月１０日

社会福祉法人三善会 大洲市春賀甲１６８８番地 グループホームはるか 大洲市春賀甲１６６６番地１ 平成２６年１０月２０日

有限会社キャンパス 西条市丹原町池田１６５１番地１ スポーツデイたんばら 西条市丹原町願連寺１９６番地
６ 平成２６年１０月２４日

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社サスケ 新居浜市西町１番３０号 株式会社サスケ福祉事業部 四国中央市土居町津根３３５７－
１ 平成２６年９月１日

愛 媛 県 報平成２６年１２月５日 第２６２９号

１０１０
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�愛媛県告示第１３３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所の所在地及び

居宅介護事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の主たる事務所の所在地

及び居宅介護支援事業を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の主たる事務所の所在地及び

介護予防事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人久万高原町社会
福祉協議会

（変更後）
上浮穴郡久万高原町上黒岩２９
２０番地１ 久万高原町社会福祉協議会指

定訪問介護事業所

（変更後）
上浮穴郡久万高原町上黒岩２９
２０番地１

平成２６年１１月１日
（変更前）
上浮穴郡久万高原町久万４５番
地２

（変更前）
上浮穴郡久万高原町久万４５番
地２

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社よしまる 宇和島市丸穂町一丁目９番３０
号 ＵＴサポート

（変更後）
宇和島市丸穂町一丁目９番３０
号

平成２６年１１月１日
（変更前）
宇和島市新田町四丁目２番５
号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人久万高原町社会
福祉協議会

（変更後）
上浮穴郡久万高原町上黒岩２９
２０番地１

（変更後）
久万高原町社会福祉協議会指
定居宅介護支援事業所 上浮穴郡久万高原町上黒岩２９

２０番地１ 平成２６年１１月１日
（変更前）
上浮穴郡久万高原町久万４５番
地２

（変更前）
久万高原町社会福祉協議会指
定居宅介護支援事業所美川

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人久万高原町社会
福祉協議会

（変更後）
上浮穴郡久万高原町上黒岩２９
２０番地１ 久万高原町社会福祉協議会指

定訪問介護事業所

（変更後）
上浮穴郡久万高原町上黒岩２９
２０番地１

平成２６年１１月１日
（変更前）
上浮穴郡久万高原町久万４５番
地２

（変更前）
上浮穴郡久万高原町久万４５番
地２

愛 媛 県 報平成２６年１２月５日 第２６２９号

１０１１



�������
�愛媛県告示第１３４２号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条第１項及び都市公園法

（昭和３１年法律第７９号）第５条の２第１項の規定により、道路と都

市公園との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成

立した。

その関係図書は、愛媛県庁及び南予地方局建設部に備え置いて縦

覧に供する。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 道路の種類及び路線名並びに都市公園の名称

主要地方道宇和島下波津島線

第１号南予レクリエーション都市公園

２ 兼用工作物の位置

宇和島市津島町近家乙６７０番３地先から同市津島町近家甲１５５１

番２地先まで

３ 兼用工作物の管理を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

道路管理者 愛媛県

住所 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村 時広

公園管理者 愛媛県

住所 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村 時広

４ 管理の内容

� 兼用工作物の新設、改築、維持又は修繕は、道路専用施設に

ついては道路管理者が、当該道路専用施設以外については公園

管理者が行う。

� 兼用工作物の災害復旧は、次に掲げる災害復旧を要する部分

の区分に応じ、それぞれに定める者が行うものとする。ただし、

特に緊急に災害復旧を行う等の必要があるときは、その都度、

道路管理者と公園管理者とが協議して定めるところにより行う。

ア 専ら道路専用施設に係る部分 道路管理者

イ 専ら道路専用施設以外に係る部分 公園管理者

� �及び�の規定によるほか、道路法又は同法に基づく命令の
規定による兼用工作物の管理は道路管理者が、都市公園法又は

同法に基づく命令の規定による兼用工作物の管理は公園管理者

が行う。

５ 管理の期間

平成２６年１２月５日から１の道路又は都市公園の存続する日まで

�������
�愛媛県告示第１３４４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松野町長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（道路計画）

２ 作業期間 平成２５年９月３０日から

平成２６年２月２８日まで

３ 作業地域 北宇和郡松野町の一部

�������
�愛媛県告示第１３４５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

平成２６年１２月５日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１０号

代表取締役社長 佐伯 典之

２ 事業場の名称及び所在地

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１０号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第６５

号及び第６６号

�愛媛県告示第１３４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人久万高原町社会
福祉協議会

上浮穴郡久万高原町久万４５番
地２

久万高原町社会福祉協議会指
定居宅介護支援事業所久万

上浮穴郡久万高原町久万４５番
地２ 平成２６年１０月３１日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成３２
年１２月
９日

愛媛県
第１１７７
号

米ぬか
油かす
及びそ
の粉末

米ぬか
油かす
粉末

窒素全
量２．０
りん酸
全量
４．０

加里全
量１．０

該当無
し

カネミ倉庫株式
会社
福岡県北九州市
小倉北区東港一
丁目６番１号
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４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の構造、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、

排出水の汚染状態及び量並びに用水及び排水の系統

５ 特定施設に関する事項

� ニッケル合金めっき装置１２号

� 銅めっき装置１３号

� 銅めっき装置１４号

� 銅めっき装置１５号

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 型 式 水平銅めっき 水平ニッケル合金め
っき

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２４０キロ
グラム処理

１日当たり６７６キロ
グラム処理

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

ポリイミドフィルム
３，６００メートル
無酸素銅１３６キログ
ラム
硫酸５３キログラム
ポリエチレングリコ
ール８．８リットル
過酸化水素０．２５リ
ットル

銅被覆ポリエチレン
テレフタレートフィ
ルム７，２００メートル
硫酸ニッケル六水和
物９４キログラム
硫酸亜鉛七水和物
１４キログラム
２５％アンモニア水
１．０リットル
スルファミン酸１６０
キログラム

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

項 目 イ オ ン
交 換 系 循 環 系 イ オ ン

交 換 系 循 環 系

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．０１
最大
０．０２

通常
０．０１
最大
０．０２

通常
０．０１未満
最大
０．０１

通常
０．０１未満
最大
０．０１

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 型 式 水平銅めっき 廃 止

特 定 施 設 の 主 要 寸 法

高さ５，５００ミリメー
トル
横２３，７２０ミリメー
トル
縦６，１００ミリメート
ル

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２４０キロ
グラム処理

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

ポリイミドフィルム
３，６００メートル
無酸素銅１３６キログ
ラム
硫酸５３キログラム
ポリエチレングリコ
ール８．８リットル
過酸化水素０．２５リ
ットル

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目 イオン交
換 系 循 環 系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
２．０～３．０
最大

２．０～３．０

通常
３．０～５．０
最大

３．０～５．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
８．３
最大
１２．５

通常
２．４
最大
３．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５
最大
１０

通常
５
最大
１０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１．４
最大
２．１

通常
１．１
最大
１．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．０１
最大
０．０２

通常
０．０１
最大
０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
３２７
最大
３４５

通常
１８
最大
１９

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 型 式 水平銅めっき 廃 止

特 定 施 設 の 主 要 寸 法

高さ５，５００ミリメー
トル
横２３，７２０ミリメー
トル
縦６，１００ミリメート
ル

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２４０キロ
グラム処理

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

ポリイミドフィルム
１，５６０メートル
含リン銅５３キログ
ラム
硫酸５３キログラム
ポリエチレングリコ
ール８．８リットル
過酸化水素０．２５リ
ットル

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目 イ オ ン
交 換 系 還 元 系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
２．０～３．０
最大

２．０～３．０

通常
３．０～５．０
最大

３．０～５．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
８．３
最大
１２．５

通常
２．４
最大
３．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５
最大
１０

通常
５
最大
１０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１．４
最大
２．１

通常
１．１
最大
１．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１
最大
１

通常
１
最大
１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
３２７
最大
３４５

通常
１８
最大
１９
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� 銅めっき装置（２２号、２４号）

� 銅めっき試験装置３号

６ 汚水等の処理施設に関する事項

� 汚水処理施設�
処理の系統の一部を変更する。

� 汚水処理施設�

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 主 要 寸 法

高さ３，７００ミリメー
トル
横２２，２００ミリメー
トル
縦８，３００ミリメート
ル

高さ３，７００ミリメー
トル
横２２，２００ミリメー
トル
縦１０，７００ミリメー
トル

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 型 式 水平銅めっき 廃 止

特 定 施 設 の 主 要 寸 法

高さ５，５００ミリメー
トル
横２３，７２０ミリメー
トル
縦６，１００ミリメート
ル

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２４０キロ
グラム処理

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

ポリイミドフィルム
３，６００メートル
無酸素銅１３６キログ
ラム
硫酸５３キログラム
ポリエチレングリコ
ール８．８リットル
過酸化水素０．２５リ
ットル

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目 イ オ ン
交 換 系 循 環 系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
２．０～３．０
最大

２．０～３．０

通常
３．０～５．０
最大

３．０～５．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
８．３
最大
１２．５

通常
２．４
最大
３．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５
最大
１０

通常
５
最大
１０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１．４
最大
２．１

通常
１．１
最大
１．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．０１
最大
０．０１

通常
０．０１
最大
０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
３２７
最大
３４５

通常
１８
最大
１９

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 型 式 水平銅めっき 廃 止

特 定 施 設 の 主 要 寸 法

高さ５，４６２ミリメー
トル
横２３，４１４ミリメー
トル
縦６，１００ミリメート
ル

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６１キロ
グラム処理

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

ポリイミドフィルム
１，５６０メートル
含リン銅５３キログ
ラム
硫酸５３キログラム
ポリエチレングリコ
ール８．８リットル
過酸化水素０．２５リ

ットル
水酸化ナトリウム
６．７キログラム

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目 イ オ ン
交 換 系 還 元 系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
２．０～３．０
最大

２．０～３．０

通常
３．０～５．０
最大

３．０～５．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
５．５
最大
１０．２

通常
３．７
最大
６．８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４．５
最大
９．０

通常
４．５
最大
９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．９
最大
１．２

通常
０．９
最大
１．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．９
最大
０．９

通常
０．８
最大
０．８

汚水等の１日当たりの量
（単位 立方メートル）

通常
４１５
最大
４１５

通常
３４
最大
４４

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５，３２８立
方メートル処理

１日当たり５，１８４立
方メートル処理

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目

処理前 処理後 処理前 処理後

イオ
ン交
換系

還元
中和
系

還元
中和
系

イオ
ン交
換系

還元
中和
系

還元
中和
系

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
７．１
最大
１０．６

通常
２．９
最大
９．５

通常
４．９
最大
７．４

通常
７．０
最大
１０．５

通常
３．６
最大
４．９

通常
４．９
最大
７．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１．７
最大
２．３

通常
１．５
最大
２．４

通常
５．３
最大
７．２

通常
１．７
最大
２．４

通常
４．１
最大
５．４

通常
６．１
最大
８．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．０１
最大
０．０２

通常
０．６４
最大
０．８４

通常
０．１７
最大
０．２５

通常
０．０１
最大
０．０２

通常
０．４９
最大
０．５４

通常
０．１５
最大
０．２１
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� 汚水処理施設�

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

１号排水口

�������
�愛媛県告示第１３４６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市高柳土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の

届出があった。

平成２６年１２月５日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１３４７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年１２月５日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１３４８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年１２月５日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１３４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
３，８７２
最大
４，０８０

通常
１８５
最大
１９７

通常
６０２
最大
６３０

通常
２，７５１
最大
２，９１０

通常
１６６
最大
１８９

通常
４６２
最大
４９５

備考 処理の系統の一部を変更する。

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目

処理前 処理後 処理前 処理後

イオ
ン交
換系

還元
中和
系

還元
中和
系

イオ
ン交
換系

還元
中和
系

還元
中和
系

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
４．６
最大
８．１

通常
３．７
最大
６．５

通常
３．８
最大
６．０

通常
０．７
最大
１．０

通常
４．７
最大
５．１

通常
４．０
最大
６．３

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１．２
最大
１．４

通常
１．６
最大
２．０

通常
２．４
最大
３．６

通常
２．５
最大
２．６

通常
３．１
最大
５．８

通常
３．４
最大
５．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．８
最大
０．８

通常
０．３
最大
０．５

通常
０．２７
最大
０．３８

通常
０．０２
最大
０．０３

通常
０．１０
最大
０．１２

通常
０．１未
満
最大
０．１未
満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，０１４
最大
１，１４０

通常
２２０
最大
３２４

通常
２８５
最大
４０２

通常
９４
最大
１９６

通常
１５２
最大
２３６

通常
１９５
最大
２８８

備考 処理の系統の一部を変更する。

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．８

最大 ８．６

通常 ４．９

最大 ８．８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．３１

最大 ８．０４

通常 ６．２

最大 ９．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３０

最大 ０．６６

通常 ０．２８

最大 ０．６２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，２０８

最大 １，３８９

通常 ９７８

最大 １，１４０

備考 この他に雨水排水口が３箇所（今回１箇所新設する。）ある。

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

監 事 本 藤 功 新居浜市庄内町五丁目
６番２６号

新居浜市庄内町三丁目
７番４号

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第３３号

平成２６年１１月２７日
伊予郡砥部町麻生２６４番１

伊予郡砥部町原町１６番地

池 田 康 紀

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６南局管（開）第３号

平成２６年１１月２１日

北宇和郡鬼北町大字近永３８７番２、３８９番、３９０番、３９１番、３９２番１、４３５番
１、９１２番、９１５番、９１６番、９１７番、９１８番、９２５番、９２６番、９２８番３、１３０９
番１、１３１０番１、１３１０番８（以上１７筆 平成９年１１月２１日開発公告済み）
北宇和郡鬼北町大字近永３７５番１、３７５番２、３７７番２、３７８番（工事完了区
域）

松山市宮西一丁目２番１号

株式会社フジ

代表取締役 尾 � 英 雄
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訓 令

公 告

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１８号
庁 中 一 般

地 方 局

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町下須戒乙２０９番３から

同町下須戒甲６４２番４まで

旧 １５．０～３７．０ ０．３７２

新 ２８．０～１１３．０ ０．３７２

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の２ 省略

�の３ 次に掲げる補助金等に係る愛媛県補助金等交付規則第５

条から第７条（同規則第９条第３項及び第１７条第４項において

準用する場合を含む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、

第１１条、第１２条第１項及び第２項、第１３条（同規則第１５条第２

項において準用する場合を含む。）、第１４条、第１５条第１項、

第１６条、第１７条第１項、第１８条、第２１条並びに第２４条の規定に

基づく知事の権限に属する事務に関すること。

ア～ソ 省略

タ 知事の承認を得たキウイフルーツ全伐採農家営農再開支援

事業費補助金

�～� 省略

５・６ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の２ 省略

�の３ 次に掲げる補助金等に係る愛媛県補助金等交付規則第５

条から第７条（同規則第９条第３項及び第１７条第４項において

準用する場合を含む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、

第１１条、第１２条第１項及び第２項、第１３条（同規則第１５条第２

項において準用する場合を含む。）、第１４条、第１５条第１項、

第１６条、第１７条第１項、第１８条、第２１条並びに第２４条の規定に

基づく知事の権限に属する事務に関すること。

ア～ソ 省略

�～� 省略

５・６ 省略
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雑 報

�公 告

環境影響評価準備書について

環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第１４条第１項の規定によ

り、次の対象事業について環境影響評価準備書（以下「準備書」と

いう。）及びこれを要約した書類（以下「要約書」という。）を作

成したので、同法第１６条の規定により、次のとおり公告し、準備書

及び要約書を縦覧に供する。

また、同法第１７条の規定により、準備書の説明会を開催すること

としたので、併せて公告する。

なお、準備書について、環境の保全の見地からの意見を書面によ

り提出することができる。

平成２６年１２月５日

住友共同電力株式会社

代表取締役社長 山 本 一 心

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

� 名 称 住友共同電力株式会社

� 代表者 代表取締役社長 山本 一心

� 主たる事務所の所在地 愛媛県新居浜市磯浦町１６番５号

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名 称 新居浜北火力発電所建設計画

� 種 類 ガスタービン及び汽力（コンバインドサイクル発電

方式）

� 規 模 出力１５万キロワット

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県新居浜市惣開町５番１号及び地先海域

４ 関係地域の範囲

愛媛県新居浜市及び西条市

５ 準備書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所

愛媛県庁（愛媛県松山市一番町四丁目４番地２）

新居浜市役所（愛媛県新居浜市一宮町一丁目５番１号）

西条市役所（愛媛県西条市明屋敷１６４番地）

住友共同電力株式会社本社（愛媛県新居浜市磯浦町１６番５号）

� 縦覧期間

平成２６年１２月５日（金）から平成２７年１月５日（月）まで

なお、住友共同電力株式会社本社においては、縦覧期間終了

後も平成２７年１月１９日（月）まで閲覧できるとともに、住友共

同電力株式会社のホームページにおいて同日まで準備書及び要

約書を公表しています。

� 縦覧時間

９時から１７時まで

６ 準備書についての意見書の提出期限及び提出先並びに意見書に

記載すべき事項

� 提出期限

平成２７年１月１９日（月）まで（当日消印有効）

� 提出先

〒７９２―８５２０ 愛媛県新居浜市磯浦町１６番５号

住友共同電力株式会社 経営管理部

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

イ 意見書の提出の対象である準備書に記載された対象事業の

名称

ウ 準備書についての環境の保全の見地からの意見（日本語に

より、意見の理由を含めて記載すること。）

７ 説明会の開催を予定する日時及び場所

� 日時 平成２６年１２月１７日（水） １８時３０分から２０時３０分まで

場所 新居浜市市民文化センター中ホール（愛媛県新居浜市

繁本町８番６５号）

� 日時 平成２６年１２月１８日（木） １８時３０分から２０時３０分まで

場所 西条市総合文化会館小ホール（愛媛県西条市神拝甲７９

番地４）

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年１１月２１日 特定非営利活動法人 ひかり 森 公 夫 松山市畑寺町８４１番地４ この法人は、保育を通じて乳幼児及びその保護
者に対する育児支援を行うとともに、子どもの
健全育成、男女共同参画社会形成の促進、社会
福祉の充実をはかるための教育および啓蒙活動
を行い、もって社会全体の利益増進に寄与する
ことを目的とする。

平成２６年１２月５日 発行
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